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研究要旨 

本研究の目的は，①生活習慣病の罹患が就労状況(就労確率，就労時間・日数，賃金等)に
及ぼす影響について実証的に検証することにより現状を把握し，②生活習慣病に対する予防行

動が，生活習慣病の罹患率に与える効果を統制した上で，賃金で測った場合の労働生産性に

与える効果を定量的に検証する．更に，①と②から得られたパラメータを用い，③生活習慣病予

防に対する費用対効果分析の観点から，生活習慣病を予防することによって日本の労働生産

性，及び，マクロ経済全体にどの程度の改善がみられるかについてのシミュレーションを行い，

「健康日本21(第二次)」等に代表されるヘルスプロモーション政策に対する基礎資料を作成す

る． 
本年度の研究では，第1に，1990-2018年の直近28年間に，公衆衛生・社会疫学，及び，経済

学の領域における国際的学術誌に掲載された英文による論文の中から，生活習慣病と労働生産

性の関連性について定量的な検証を行った先行研究61件についてレビューを行った．本研究が

要約の対象とした論文について，著者・公刊雑誌・公刊年・分析対象とされた国・分析データ・就

労と健康に関する変数・分析手法・結果について要約・整理を行った．要約の結果，国際学術誌

に掲載された英文論文では，代表性の高いデータに洗練された計量経済学の手法を用いた分

析が数多く存在するが，分析対象となった国や地域が北米や欧州に偏っていることが分かった．

また，生活習慣病の罹患に代表される「負」の健康ショックは，就労確率を低下させる傾向にあ

り，賃金や年収を引き下げる可能性が高いという整合的な結果が得られている．他方，生活習慣

病の罹患の就労確率や労働生産性に対する影響の大きさは，性別，人種，年齢，教育水準，疾

患の種類や重症度によって異なる傾向にあることから，米国や欧州以外での当該テーマに対す

る研究の必要性が問われている． 
第2に，生活習慣病の罹患に代表される健康状態と就労・賃金・所得をはじめとする家計の社

会的・経済的状況(socioeconomic status：SES)との関係性を検証するための理論的支柱となって

いるグロスマン・モデルを概観することにより，健康と就労との因果性のメカニズムについて理論

的考察を行い，さらに，両者のメカニズムを紐解く因果推論を実施するに当たっての統計学上の

課題についてまとめた． 
第3に，政府統計の二次利用に対する承認が下りたのが，2018年4月24日(承認番号：厚生労
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A．研究目的 
 本研究の目的は，①生活習慣病の罹患が就

労状況(就労確率，就労時間・日数，賃金等)に
及ぼす影響について実証的に検証することに

より現状を把握し，②生活習慣病に対する予防

行動が，生活習慣病の罹患率に与える効果を

統制した上で，賃金で測った場合の労働生産

性に与える効果を定量的に検証する．更に，①

と②から得られたパラメータを用い，③生活習

慣病予防に対する費用対効果分析の観点か

ら，生活習慣病を予防することによって日本の

労働生産性，及び，マクロ経済全体にどの程度

の改善がみられるかについてのシミュレーション

を行い，「健康日本 21(第二次)」等に代表され

るヘルスプロモーション政策に対する基礎資料

を作成する． 
 
 

働省発政統0424第3号)であったため，今年度の研究では，データ・クリーンアップを進める過程

で得られた基本統計量と内生性／因果性を考慮しない単純回帰分析の結果について考察を行

った．まず，『21世紀新生児縦断調査』(平成13年，及び，平成22年のコホート)に基づく分析から

は，①H13と比較してH22での母親の就労率が高まる傾向にあること；②通院した病気やケガの

数や肥満度等子どもの健康を示す変数と，収入や学歴等，親のSESとの間には統計学的に有意

な相関があること；③多重コレスポンデンス分析(Multiple Correspondence Analysis; MCA)を用い

て構築された親子のかかわり方の質と親のSES，また，子どもの健康や成長の度合いとの間に有

意な相関があること；④就学前の子どもが病気がちと悩んでいる家庭ほど母親の就労率が高いの

に対して，小学校入学以降では，その傾向が逆転する傾向にあること等がわかった．次に，『中

高年者縦断調査』(2005-2016年)に基づく分析からは，①生活習慣病の罹患数，主観的健康感，

抑うつ指標 Kessler 6(K6)のいずれの健康尺度についても，就業率や知的労働への就業率とは

負の相関が観察された；②他方，こうした健康尺度と，週当たりの就業時間や，経済学において

労働生産性を示す指標として用いられる1時間当たりの賃金に関しては，逆に正の相関が観察さ

れたり，両者の相関が非線形であったりと，「見せかけの相関」である可能性が高く，内生性／因

果性の検証が必要である；③女性よりも，男性においてより明確な相関が観察される傾向にある；

④内生性を考慮しない単純回帰分析から，糖尿病，心臓病，脳卒中，高血圧，脂質異常症，悪

性新生物等の生活習慣病の罹患が，就業率を引き下げ，就業時間を短くし，さらに，所得を引き

下げる傾向にあることがわかった．最後に，『国民生活基礎調査』(1986-2016年)に基づく分析か

らは，①生活習慣病の罹患数，通院の有無，内分泌／循環器／悪性新生物／精神・神経／貧

血・血液について診断の有無，主観的健康感，K6のいずれの健康尺度についても，一定程度，

就業に関するアウトカムとの相関が確認された；②とりわけ，悪性新生物／精神・神経系疾患によ

る通院が，男女・年齢に関係なく，成年者層の就業行動にマイナスの限界効果を有している可能

性が確認された；③K6が週当たりの就業時間と正規雇用への就業率に与える限界効果につい

ては，男女で異なる結果が観察された． 
2018年度においては，データ・クリーンアップ上で得られたこうした基本統計量に基づき，ライ

フサイクルにおける生活習慣病の罹患をはじめとする健康と労働生産性との関連性に関する更

なる分析を進めることにする．  
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B．研究方法 
第 1 に，生活習慣病と労働生産性の関連性

に関する定量的な検証を行った先行研究のレ

ビューについて，その検索方法と選択基準は，

公表済みの学術著作物の定量データを用い，

1990-2018 年に公表された調査研究について，

「健康(health)」，「生活習慣病(lifestyle 
disease)」，「診断(diagnose)」，「労働生産性

(labor productivity)」，「賃金(wage)」，または，

「労働力の参加(labor force participation)」という

キーワードの組み合わせにより， PubMed 及び

Econlit で検索を行った．さらに，Econlit による

検索については，2000 年以降の刊行物に対

し，「賃金水準と構造(wage level and 
structure)」，「賃金格差(wage differentials)」，ま
たは，「人的資本(human capital)」，「技能

(skill)」，または，「職業選択(occupational 
choice)」をキーワードとして追加した．結果，英

語で書かれた刊行物は，PubMed が 269 件，

Econlit が 298 件存在したが，本研究プロジェク

トとの関連性を 1 件ずつ判定し，PubMed から

30 件，Econlit から 31 件を抽出し，著者・公刊

雑誌・公刊年・分析対象とされた国・分析データ

・就労と健康に関する変数・分析手法・結果に

ついて要約・整理を行った． 
第 2 に，平成 29 年度に予定していた全国規

模の個票情報の収集・整備について，厚生労

働省・政策統括官（統計・情報政策担当）へ『国

民生活基礎調査』・『21 世紀新生児縦断調査』

・『成年者縦断調査』・『中高年縦断調査』・『人

口動態調査』・『社会医療診療行為別調査』・

『患者調査』・『医療施設調査』・『病院報告』，厚

生労働省・健康局へ『国民健康・栄養調査』，総

務省統計局へ『国勢調査』に対する二次利用

申請をそれぞれ行った結果，利用データの規

模が膨大に及ぶことから，上記全てのデータに

関する承認が下りたのが，2018 年 4 月 24 日

(承認番号：厚生労働省発政統 0424 第 3 号)で
あった．今年度の研究では，データ・クリーンア

ップを進める過程で得られた基本統計量と内生

性／因果性を考慮しない単純回帰分析の結果

について考察を行った． 
（倫理面への配慮） 

厚生労働省による二次利用データを統計法

第 33 条により申請し，許可を得て個票を分析

した(承認番号：厚生労働省発政統 0424 第 3
号；承認日 2018 年 4 月 24 日)．提供された個

票には個人を特定できる情報は含まれていな

い． 
 
C．研究結果 
C-1 生活習慣病と労働生産性との関連性につ

いて：先行研究レビュー 
1990-2018年の直近28年間に，公衆衛生・社

会疫学，及び，経済学の領域における国際的

学術誌に掲載された英文による論文の中から，

生活習慣病と労働生産性の関連性について定

量的な検証を行った先行研究61件についてレ

ビューを行った．要約の結果，国際学術誌に掲

載された英文論文では，代表性の高いデータ

に洗練された計量経済学の手法を用いた分析

が数多く存在するが，分析対象となった国や地

域が北米や欧州に偏っていることが分かった．

また，生活習慣病の罹患に代表される「負」の

健康ショックは，就労確率を低下させる傾向に

あり，賃金や年収を引き下げる可能性が高いと

いう整合的な結果が得られている．他方，生活

習慣病の罹患の就労確率や労働生産性に対

する影響の大きさは，性別，人種，年齢，教育

水準，疾患の種類や重症度によって異なる傾

向にあることから，米国や欧州以外での当該テ

ーマに対する研究の必要性が問われている． 
 
C-2 健康と就労との関連性に関する理論的考
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察：グロスマン・モデルの含意と統計学上の課

題 
Gary Stanley Beckerが，1964年に“Human 

Capital：A Theoretical and Empirical Analysis, 
with Special Reference to Education (邦訳『人的

資本―教育を中心とした理論的・経験的分

析』)”を発表して以来，教育とともに，人的資本

の代表的な一形態としての「健康資本(health 
capital)」に対する個人の投資行動について，数

多くの経済学者による理論的・実証的検証が行

われてきた．なかでも，今日に至るまで，生活習

慣病の罹患に代表される健康状態と就労・賃金

・所得をはじめとする家計の社会的・経済的状

況(socioeconomic status：SES)との関係性を検

証するための理論的支柱となっているのが，グ

ロスマン・モデルと呼ばれる理論である

(Grossman 1972)．本研究の目的は，当該モデ

ルを概観することにより，健康と就労との因果性

のメカニズムについて理論的考察を行い，さら

に，両者のメカニズムを紐解く因果推論を実施

するに当たっての統計学上の課題についてまと

めることである． 
健康と就労との関連性を実証的に検証する

に当たって，グロスマン・モデルが示唆する主

要な含意は，各期における個人の健康を，内生

的な「選択」の結果として処理する必要があると

いうことである．したがって，労働供給関数にお

いて，健康因子を外生変数として処理してしまう

と，現在の就労状況の健康への潜在的な逆相

関が原因となる同時性バイアスによって，健康

の効果が過剰または過小に推定されるかもしれ

ない． 
健康と就労の内生性の問題を回避するため

に，公衆衛生学や社会疫学を中心とした分野

では，信頼性，妥当性，正確性に優れた健康

指標を構築することに力点が置かれた研究が

進められている．他方，経済学分野では，健康

指標にかかわらず，むしろ，労働供給関数にお

ける内生性の対処による推定バイアスの識別

(縮小バイアスと正当化バイアス)を中心とした研

究が蓄積されてきた．グロスマン・モデルが想定

するような，加齢に伴う緩やかな健康状態の変

容が就労の意思決定に与える効果を検証する

ためには，たとえば，厚生労働省による『中高年

縦断調査』や(独)経済産業研究所が一橋大学

経済研究所，東京大学経済研究科と共同して

実施している『くらしと健康の調査（Japanese 
Study of Ageing and Retirement：JSTAR）』等の

ような，長期的な視野に立ったパネルデータの

構築が必要である． 
 
C-3 子どもの健康，親の就労状況，及び，親子

の関わり方との関連性に関する研究 
本研究の目的は，2018年4月24日(承認番号

：厚生労働省発政統0424第3号)によって提供を

受けた，21世紀出生児縦断調査(平成13年，及

び，平成22年のコホート)について，子どもの健

康，親の就労状況，及び，親子の関わり方との

関連性に焦点を当て，2018年度の分析へ向け

て，基本統計量を概観することである． 
本研究では，①子どもの出生時の諸属性，

②子どもの成長と親の社会的・経済的状況

(socioeconomic status：SES)との関連性，③親

子や親どうしのinteractionに着目し，多重コレス

ポンデンス分析(Multiple Correspondence 
Analysis; MCA)を用いて親と子どもの関わり方

の質やしつけの質等に関する新たな変数を構

築し，それと子どもの属性との関連性，④子ども

の健康と親の就労の関連性について概観す

る． 
分析の結果，(1) H13と比較してH22での母

親の就労率が高まる傾向にあること；(2)通院し

た病気やケガの数や肥満度等子どもの健康を

示す変数と，収入や学歴等，親のSESとの間に
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は統計学的に有意な相関があること；(3) MCA
を用いて構築された親子のかかわり方の質と親

のSES，また，子どもの健康や成長の度合いと

の間に有意な相関があること；(4)就学前の子ど

もが病気がちと悩んでいる家庭ほど母親の就労

率が高いのに対して，小学校入学以降では，そ

の傾向が逆転する傾向にあること等がわかっ

た．  
 
C-4 成年者層における生活習慣病の罹患と就

労との関連性に関する研究 
本研究の目的は，2018年4月24日(承認番号

：厚生労働省発政統0424第3号)によって提供を

受けた，国民生活基礎調査(1986-2016年)につ

いて，主として，成年者層における生活習慣病

の罹患を中心とする健康状態と就業の関連性

に焦点を当て，2018年度の分析へ向けて，基

本統計量を概観することである． 
本研究では，就業におけるアウトカムとして，

①就業有を1，無を0とする2値変数；②就業有

のうち，仕事内容が知的労働である場合を1(仕
事内容：専門的・技術的職業従事者、管理的職

業従事者、事務従事者、販売従事者)，それ以

外を0(仕事内容：サービス職業従事者、保安職

業従事者、農業作業者、林業作業者、漁業作

業者、運輸・通信従事者、生産工程・労務作業

者、分類不能の職業)とする2値変数；③正規雇

用である場合を1(勤め先での呼称：正規の職員

・従業員)，それ以外を0(勤め先での呼称：パー

ト、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣職

員、契約社員・嘱託、その他)とする2値変数；④

週の就業時間を用いる．また，健康尺度として，

①生活習慣病の罹患数；②通院の有無；③内

分泌／循環器／悪性新生物／精神・神経／貧

血・血液について診断の有無；④主観的健康

感；⑤抑うつ指標 Kessler 6(K6)を用いる．本研

究では，こうした労働市場におけるアウトカムと

生活習慣病を中心とする健康との関係性につ

いての基本統計量を示し，さらに，通院，生活

習慣病の罹患，主観的健康感，K6が成年者の

就業に関するアウトカムに与える限界効果をプ

ロビット分析によって推定する． 
分析の結果，(1)生活習慣病の罹患数，通院

の有無，内分泌／循環器／悪性新生物／精神

・神経／貧血・血液について診断の有無，主観

的健康感，K6のいずれの健康尺度について

も，一定程度，就業に関するアウトカムとの相関

が確認された；(2)とりわけ，悪性新生物／精神・

神経系疾患による通院が，男女・年齢に関係な

く，成年者層の就業行動にマイナスの限界効果

を有している可能性が確認された；(3)K6が週

当たりの就業時間と正規雇用への就業率に与

える限界効果については，男女で異なる結果

が観察された． 
 
C-5 中高年層における健康と就業との関連性

に関する研究 
本研究の目的は，2018 年 4 月 24 日(承認番

号：厚生労働省発政統 0424 第 3 号)によって

提供を受けた，中高年者縦断調査(2005-2016
年)について，中高齢層における生活習慣病の

罹患を中心とする健康状態と就業の関連性に

焦点を当て，2018 年度の分析へ向けて，基本

統計量を概観することである． 
本研究では，就業におけるアウトカムとして，

①就業有を 1，無を 0 とする 2 値変数；②就業

有のうち，仕事内容が知的労働である場合を

1(仕事内容：専門的・技術的職業従事者、管理

的職業従事者、事務従事者、販売従事者)，そ
れ以外を 0(仕事内容：サービス職業従事者、

保安職業従事者、農業作業者、林業作業者、

漁業作業者、運輸・通信従事者、生産工程・労

務作業者、分類不能の職業)とする 2 値変数；

③正規雇用である場合を 1(勤め先での呼称：
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正規の職員・従業員)，それ以外を 0(勤め先で

の呼称：パート、アルバイト、労働者派遣事業所

の派遣職員、契約社員・嘱託、その他)とする 2
値変数；④就業希望有を 1，無を 0 とする二値

変数(就業希望有のうち，就職活動をしている

場合を 1，それ以外を 0 とする二値変数)；⑤週

の就業時間；⑥1 時間当たりの賃金；⑦1 カ月

当たりの所得を用いる．また，健康尺度として， 
①生活習慣病の罹患数；②糖尿病、心臓病、

脳卒中、高血圧、脂質異常症、悪性新生物のう

ち医師診断のある疾患数；③②で記載した生活

習慣病が原因で入院有を 1，無を 0 とする 2 値

変数；④健康診断の受診有を 1，無の場合を 0
とする 2 値変数；⑤回答者本人の主観的健康

感，及び，配偶者の主観的健康感；⑥抑うつ指

標 Kessler 6(K6)を用いる． 
分析の結果，(1)生活習慣病の罹患数，主観

的健康感，K6 のいずれの健康尺度について

も，就業率や知的労働への就業率とは負の相

関が観察された；(2)他方，こうした健康尺度と，

週当たりの就業時間や，経済学において労働

生産性を示す指標として用いられる 1 時間当た

りの賃金に関しては，逆に正の相関が観察され

たり，両者の相関が非線形であったりと，「見せ

かけの相関」である可能性が高く，内生性／因

果性の検証が必要である；(3)女性よりも，男性

においてより明確な相関が観察される傾向にあ

る；(4)内生性を考慮しない単純回帰分析から，

糖尿病，心臓病，脳卒中，高血圧，脂質異常

症，悪性新生物等の生活習慣病の罹患が，就

業率を引き下げ，就業時間を短くし，さらに，所

得を引き下げる傾向にあることがわかった． 
 
D．考察 
本研究でレビューを行った先行研究から，生

活習慣病の罹患の就労確率や労働生産性に

対する影響の大きさは，性別，人種，年齢，教

育水準，疾患の種類や重症度によって異なる

傾向にあることがわかった．したがって，日本や

東アジアでの研究からは，これまでの北米や欧

州を中心とした分析とは，異なる結果が得られ

る可能性が高い．また，医療や介護施策は，生

活習慣病の罹患確率に直接影響を及ぼす可

能性が高く，ひいては，こうした施策が異なる国

や地域における両者の関連性の統計学的な有

意性とその影響の大きさについては，さらに検

証の余地が残されている． 
本年度の研究では，『21 世紀新生児縦断調

査』・『国民生活基礎調査』・『中高年縦断調査』

の 3 つのデータを用いて，データ・クリーンアッ

プを進める過程で得られた基本統計量と内生

性／因果性を考慮しない単純回帰分析の結果

について考察を行った．こうした単純な分析か

らも，健康と就労との有意な関連性について，

先行研究が得た知見と整合的な結果が観察さ

れた．一方，先行研究と違って，男女やライフサ

イクルの異なる段階(若年層・成年層・中高齢

層)で，健康と就労との関連性のメカニズムに違

いが生ずる，つまり，非線形の関連性が存在す

る可能性があることも示唆された．したがって，

本研究が目的とする，ライフサイクル全般にお

ける生活習慣病の罹患に代表される健康と労

働生産性との関連性を紐解くためには，グロス

マン・モデルが示唆する内生性／因果性の課

題に取り組む必要がある． 
E．結論 

生活習慣病の罹患と労働生産性の関連性に

関する科学的エビデンスは，超高齢社会となっ

ている日本や，同じく人口の高齢化が深刻にな

りつつある東アジア諸国における厚生労働施策

にとって必要不可欠な基礎資料となるであろう．

したがって，2018 年度において，本研究では，

データ・クリーンアップ上で得られた基本統計量

を活かしながら，ライフサイクルにおける生活習
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慣病の罹患をはじめとする健康と労働生産性と

の関連性における内生性／因果性の課題に取

り組むことで推定バイアスを最小化し、精度の

高いパラメータによって最終的なマクロ・シミュレ

ーションを実施することを目的とする． 
 
F．健康危険情報 
特に無し． 
 
G. 研究発表 
1．論文発表 
MengZhao, Yoshifumi Konishi, Haruko 
Noguchi. “Retiring for better health? Evidence 
from health investment behaviors in Japan”. 
Japan and the World Economy, 42: pp. 56-63. 
2017.6. 
https://doi.org/10.1016/j.japwor.2017.06.003 [IF 
2016/2017: 0.489] 
 
2．学会発表 
特に無し． 

 
H．知的財産権の出願・登録状況(予定を含む) 
1．特許取得 
特に無し． 
 
2．実用新案登録 
特に無し． 
 
3．その他 
特に無し． 
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